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第 2章 アメリカ合衆国の公益企業規制の展開

第 l節 アメ 1)カ合衆国における公経企業規制の端緒

アメリカ合衆自における初期の公益企業に対する規制は，最高栽判断を通じ

てなされたり公益企業規制の端緒は，私的所有権を絶対とするLaissezFaire¥ll 

に対する反動として生記したとみてよV'oその反動の発端となったのは討unn

V. Illinois事件拐で為る。この事件は，公益企業概念に関する最高裁判所の最

初の重要な声明であったといわれている。さちに，その後の数多くの事件(おも

マン対イリノイ州事件の判決に基づいているのである。この事件の歴史的背景

を境観するならば，資本主義経済の生成，発展過程において，まず窮乏化を余

儀なくされていた農長が立上った姿とみてよ~，。まさに，この事件は南北戦争

かる19世紀末にかけて，産業資本家の嬢先的地位と農民の従麗的地位を物語っ

た結果の皮雀として発生したものとみてよかろう。当時，鉄道事業と穀物金産

業は，アダム・スミス流の自由資本主義経済を基盤とし投機的な鉄道建設汽

不当な金融市場円高い鉄道料金の賦課，差別的料金制震の採用16)というよう

な農民を苦めるようなことを行っていた。それゆえ，中菌部の農民協同組合に

よるグレンジャー運動が註こったのであるむこのグレンジャー運動とは， 1870 

年代の前半において，農民の団体組識として知られている農民組識や翼民共済

組合の地方支部が農業争議の中心者として襲民運動を始め，そして，農業州に

おける，鉄道料金の法的規制運動を通して鉄道や穀物倉庫業の不当な料金問贈

を解決しようとした(7)農民運動であったり

はたして， この農民運動の低流にあったものは，なにを意味したであろうか合

それは，アメリカ資本主義経済の急激な発援段階における諸々の矛着に対抗し



44 

ょうとする農民の行動にiまかならなかった。すなわち， このきざしとなって現

れたのは， 1870年代の初頭に，イリノイ，アイオワ，ウィスコンシン， ミネソ

タの州議会が州内の鉄道事業を公正iこ規制する法律を制定し施行することに

表われた。まず¥イワノイ州議会は1870年に不公平な差別待選警過度の高運賃

率を防止しまたすべての愈離を検牽する法簿の制定に善手し，翌71年に鉄道

料金，公共用倉覇の取繕り，また間一鉄道において題距離交通にたいして長距

離交通よりも高率の運賃率を謹することを禁止する法律を制定した円かくし

て， このような一連の諸立法は，アメリカ憲法修正14条:.91に反するという理由

で，その無効性を資本家が最高裁判所ι1877坪に提訴したのがマン対イリノイ

州事件である。最高裁判所の判決は f私的財産は，ある意味で公衆に影響もつ

財産として捷用された時，公衆の利益に責務を負うこととなり，地域社会全悼

るっそれゆえ，私的財産が“公衆の利益に責務を負うもの"

るとき，その財産はただ私権であることをやめることになる(1円ということを

明らかにし

かくして，一連のグレンジャ…運動の中で¥マン対イリノイ州事件は最も著

名なものであり，公益企業規制ということに関しての司法審査を確立した事件

で差うると評確されているむこのことは，また公益企業規制が査本主義経済搾制

の中でし崎、に位置づけられるべきかの出発点であったという意味でも評価され

る。

(注〉

(1) P.J. Garfieほ andW.F. Lovejoy， pub1ic utility Economics， Prentice寸iall.

I;.JC.， New Jersy， 1964年， P.27. 

(お この事件辻イリノイ州議会がシカゴ、市の穀物倉憲業に宮業免許棋を実施しその

料金の最高棋を決定する法律を制定したことに対して，穀物産庫業者のマン・ス

コット商会が，この法捧は私有封産を保障するアメリカ護法修正第14条に違反して

いるという理由で訴訟を恕こした事件である O 最高難判所tt.僻私的解産は，ある

意時で公衆iこ影響をもっ財産として使用された時，公衆の利益に費務を負うことと

なり，地域社会全体に影響を与える。それゆえ，私的財産が公衆のやi益に費務を負

うものであるとき，その財産はただ私権であることをやめることになるバという
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ことを明らかにした。つまり，ある人が串分の財産設を公衆が手Ij義をうる利馬に供し

た場合，その利益の程度に応じて，公共的統制に従わなければならないとし，その

財産の運用に政府が関与しても態法違反にならないことを明 iらかにした。このマン

対イリノイ州事件において，公益金業は“公衆の利益に費務を負う営業 Cbusines

s affected with a public interest)として，また問時に資本主義経議社会におい

て，消費者保護のために，思家，地方公共団体によって価格鏡剰を含む境舗を受け

もれる企業であるということが蕗立されたのである。拙稿， r経第と経営j 第 4巻

第 i号，公益金業概念:についての考察，札幌大学経済学会， 1973年号月， P. 24を

参照されたい。

(3) ドイツ同盟保険会社事件 0914年)

ウォルフ告装会社対カンザスナトi労議関係審判所事件 0923年〉ο

タイソン兄弟醗会対バンドン事件 (1927年)。

1)ブニク対マクブライド事件 0928年)。

ウィリアムス対スタンダード石強余社事件 0928年)

ニュー・ステート製氷会社対 1)ーブマン事件 0932年)

ネピア対ニューヨーク州事件 0934年)

サンシャイン無煙炭会社対アドキンス事件 094司王手)

オルゼン対ネプラスカ州事件 (1941年〉

ダビエス倉輝会社対ブラウン事件 0943年〉

ダピエス倉議会社対ポールズ事件付944年〉

(4) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， ibid， P.5. ，こよれば f工業の発遣は鉄を多

重に生醸し，安くした。鉄道は未開拓の地方を開拓したりとしてその当時の事業

の投機的な鉄道議設の様子を示している。

(5) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， ibid. p. 5によれば「多くの農場の惜入金

誌15%--20%の利子iこ契約されていた。」として農民の利子負視は議めて高率で、あ

り，財産を失うこともあったことを述べている。

(6) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， ibid， P.5.によれば rPrairie地方の農民が

穀物をアメリカ合柴垣中西部の市場へ輸送する鉄道輸送料金は，ときどきアメリカ

合衆盟中首都合市場からイギ 1)ス市場までの海上輸送料金を上まわっていたし多

くの実伊jとして，鉄道料金を小規模の持支に対するよりも大規撲な荷主に対して優

遇するというような不合理な華民取扱がなされていた。j と論述している。

(7) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， ibid， P.6. 

樹 木元錦哉著， r現代資本主義と経済法j 昭和49年拐版第 2則，新静論， P. 2280 

(9) アメリカ学会訳編， r原典アメワカ史第 4巻JP.127， P.1500 

アメリカ憲法修正第14条 0869年)に反するとした証拠は，連貢率等に関する州、i法
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がアメリカ憲法鋒正第14条第 1節の一部分 fいずれの州も正当なる法捧上の手続に

よらずして，人の生命，自臨または財震を剥奪しではならない。」という規定に買

するということで，その刑法の無効性を資本家が最高裁料新に提訴した。なおアメ

リカ憲法鰻正第14粂についてはアメリカ学会訳議， r原典アメリカ史j 第4巻，

p P. 117--121， P P. 127--128， P P. 144--159を参照されたい。

(10) P.J. Garfield and W.F.Lovejoy， ibid， P.7. 

2節 公益企業規制形態の推移

アメリカ合衆国の公益企業規制は，アメリ力合衆冨の資本主義経済の控史的

所産であり， 1877年に?ン対イリノイ刑事件がその規制の大きな契機となった

ことは前述した通りである。それでは，公益企業に対する規制は，どのような

経緯をへて麗関されてきたかを公益企業規制形態の推移を通しながら，検討し

てみるc とくに，それぞれの焼制形態がそれぞれの持共に果たした役割につい

1 設判所による重接規制

州立法による蓋接規制が，ま していない時に，公益企業の先駆的形態

としてのこの種の営業又は職業は.慣習法 (CommonLaw)の下で¥すべて

の人に適当な料金で差別待通なしに，役務長提供することが要請されてい

個々の苦情比裁判所によって取扱われ，一種の規制に服していたのである(1)。

しかしこの規制方法は，多くの欠陥をもっていた。第一の欠陥として，

般の民衆は，会益企業かる受けた損害をそのっと、裁判所に提訴して救済を受け

る暇と金とを有してないのみならず，裁判所は公益企業の有効なる規制に必要

とされる技術的知識と組織とを有せず，迅溶かっ妥さな審理をなしえなかった

ことであるc 第二の欠鵠として，裁判所による税制は，突発的で継続設を欠く

のみならず，過去の弊害を矯正するにとどまり，弊害を将来にわたって予防す

るとともに，進んで合理北を{定選し得なかったことである叱これらのことは，

裁判所が謎続的，持系的に公益企業の先駆的形態としてのこの種の営業又は鞍
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業を規制出来なかったことを意味している。第五の欠陥として，裁判手続きの

娘理における連諸を指摘することができる。その主な選議C原悶比規制を行

なう機関の業務識の増大にあった。第四の欠陥として，同法官の公益企業問題

に対する技術的能力と経験の欠如であるc たとえば，裁判所は合理的かっ明瞭

なる料金奇決定しなければならないにもかかわらず裁判所は将来に対す

的な料金を規制できなかった汽なぜなら裁判所広公益企業料金需題にそれ

ほど深い知識と経験をもっていなかったからである。

かくして，そのつど，公益企業が裁判所によって直接規制されることは，以

上の欠陥かちしても実情にそぐわないものとなり，公益企業規制について，一

定の基準を設けるべきで為るということを，泊費者は訴訟を還して主張したが，

功を奏しなかった。

u主〉

(1) E.W. Clemens， Economics and public Utilities， 1950年，竹中龍雄監訳，ダ

イヤモンパ土参上巻. P P . 64---650 

(2) 竹中謀議著. r公益企業会計j 昭和14年，東洋出銭社. P. 290 

(3) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， Public Utility Economics， Prentice-Hall. INC.， 

おれ，vJ ersey， 1964年. P. 27。

2 州による蓋接規制

(1) 州立法による護接規制

「裁判所による直接規制が後の規軒方法として f州立法による直接規制j が

考えられるようになった。

その契機となったのはグレンジャー運動にほかならなかった。この時期に農

民は州議会に底分達の要求を実行できそうな人を議員として送りこんだ。

かくして， イリノイ，ウィスコンシン警アイオア， ミネソタの桝議会は，

1870年代初頭，州内の鉄道事業を公正に規制する法禅を制定し施行した(l)5

なかでもイリノイ州議会は，

倉庫料金の引下げを要求する法案に，

となっていた鉄道選鍍および

し翌年の1871年に鉄道料



金を規制する法律を制定した。そのなかでも，同一鉄道事業における短距離交

通にたいして長距離交通よりも高率の運賃率を課すことを禁止する法律を制定

したことは，詑百すべきことであった。ミネソタ剤では1871年に貨客の双方に

運賃率の規制をしたむウィスコンシン剤では1873年にPotter-Actという法を

制定し鉄道連賃規制をした。アイオワ州では1874年に鉄道事業交通法を制定

した。

以上のように1870年代，アメリカ合衆国の諸剤において， Laissez faireの

伝統につつまれていた資本主義経済社会を地域社会に基礎を謹きながち穆正し

ようということが，試みられるようになったむなぜなち，アメリカ麗業資本主

義は独占への過渡期を向へるにいたり，公益企業の故任による弊警がきわめて

顕著になり，国家ないし公共間体が，その企業活動に関与せざるをえなくなっ

たか告であるひとくにグレンジャー運動を通して，アメリカ市民は，題人の自

自や生活と，社会全体の経済議祉とが緊密不可分にむすばれているということ

を知ったのであるむまた，財産権の無責任な行使は，社会全体の経済揺祉に反

するものであるということを知ったのであるむすなわち，公益企業の院建権を

行慎する場合，その行能が公共の福祉と適合するように，剤が積極的に規制し

ないならば事市民生活に大きな弊害をもたらすことをアメリカ市民は知ったの

である。グレンジャ…運動は，まさに，アメリカ社会に財産の私有権や契約

の自由および企業の自出競争を尊重するLaissezfaireの伝統につつまれてい

た社会に修正をもたらしたむとりわけ，グレンジャー運動の中でtLaissezfa 

ireの社会に修正をもたらした有名な事件は，マン対イリノイ州事件であった

ことは前述したとおりである。この事件の意義について若干つけ加えるな

規制的州立法の合憲性が認められたということであり，またアメサカ社会に社

会的立法の必要性を認識させたことである D

しかし十分に満足すべきものではなかった。極めて急速な産業の拡大，と

ちわけ鉄道事業の拡大によるその組織と財務的関題のコントローんの圏難性は，

規制的州立法〈社会的立法)の必要性の認識だけでは解決しそうにもなかったむ

州議会はもとより，競制的立法む合憲法を吟疎する司法当局{おもその国難なる
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問題の解決に重荷を負わされていた。

かくして，規制の方法が，裁判所による直接規制から州立法による直接規制

に移行したにもかかわらず，規制目的に対するその妥当性という観点から考察

するならば，以下のような欠点が指摘されるようになってきたD 第ーとして，

議会は他に多くの重要問題をかかえていたため，個々の公益企業料金の適正性

を調査決定する余裕がなかった(3)D 第二として州立法による直接規制になっ

ても，依然として突発的にして継続性を欠さ将来的な規制を見出すことがで

きなかった。このことは，専門的問題を取扱う能力，組織，および時間に州議

会が欠けていたことを意味している。第三として，州議会は，公益企業側で立

法化するというよりも，常に選挙ということを気にしながら立法化ぜざるをえ

なかったので，中立的な立場で立法化できなかった。第四として，立法化の段

階までは，一応，選挙民側の立場で立法化されていたが，司法の段階になると，

州議会の決めた規制の内容の妥当性について，最高裁判所の裁判官が産業資本

家側の代弁をせざるをえないようになったD すなわち，このことは，農民の力

よりも資本側の力が優っていたことを示している円

かくして，以上のような欠点が指摘される状態の下で， 1870年代以来，公益

企業を規制してきた「州立法による直接規制」や「州政府の特別法の発布によ

る規制(後で詳細に論述している)J にかわって， もっと厳密にきめ細かい規

制として，効果あらしめるため， しだいに規制の主体が地方自治体の下におか

れるようになったのである O

(2) 州政府の特別法の発布による規制

1870年代以降， r州立法による直接規制」と「州政府の特別法の発布による

規制」は，公益企業に対して平行して施行されていたD すなわち，州政府は公

益企業に法人権と多くの特権を与えたのであるD その法人権というのは会社設

立許可書 (Thecorporate charter)といわれるもので，州政府によって発行

され，会社法人を創出するものであった。それは比較的自由に許可される性質

の許可書であったが，それでもある程度まで開業に規制を加えていた。また特
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権として，③営業特許契約 (Thefranchise)， (@許可証，許可状および免許

状 (Certificatespermits)，更宣必要証書 (Thecartificate of conve-niザ

ence and necessity)があったD

③の営業特許契約は，初期の頃 (1870年代--1880年代)の基本的franchise

とそれ以後(19世紀末--1920年明〉の第 2次franchiseに大手jできるへここ

でiま基本的franchiseのみを論ずることにして，第 2次franchiseは，次の(3)

の地方自治体による規制で論することにする 9

基本的franshiseとは，公益企業が社会にとって不可欠のサーピスを臨時的，

埠時的に洪給するために，公益企業がその施投のために道路その他の公共埠公

物を礎調・占用することを州政府が権利として認めたものであるむ一般的に，

道路その龍の公共用公物の管理権は州政府が所管してL 公共用公物の{吏

舟・占有は，州政府による特別法の発事による規制に基づいて行なわれた。」

のような特別法の発布による規制を成立させた基盤辻三つあった。第ーとして，

公共目的のためにサーピスの提供を行う事業であること，そして，

る主体として，私的経堂が容認されるべきであり，むしろ奨勃されるべ

きものであること，第二として，その事業の開業に規制を加えることが必要で

あると容認されていることであったへこれらのこつの基盤から公義企業を考

察した場合，競争が部分的ではあるがかなり狭められ，公益企業の料金とサー

ビスの条件が，規制されるようになった。ある場合には，最高料金の特別一覧

表がポめされたり，配当においても制蝦がなされた叱

§の許可証，許可状および免許状は.営業特許契約のもっているような契約

的要素をなんちともなわな ~'o それは香個人的特権を意味し，誰にでも賦与さ

れ，非排他的である汽今日においても，これらの特権は存在しているが，

度のいわゆる経済的規制をもつのではない。

訟の便宜必要証書は多秩序ある事業拡張を成す場合に，射により発行される

特殊な許可状であって，言葉持許契約在補完するものである。すなわち，公益

企業の新規開業，および的の公益企業の宮業地峨への擁設の拡張に対して制援

を加えるという意味を有するものである(1説。破滅的競争(11)を防止するためには，
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公益企業の新規開業に対して，強震の制限を加えるという便宜必要証書の授与

耕限が般も有効的であった。それゆえ， r公衆の便利および必要」が，

札そして客観的に事業雄投拡張の要求に妥主性があると州政府によって認め

られた場合だけ，事業誌張の許可 が公益企業に与えられた。

この便盟必要証書というのi之 1892年にニューヨーク州が新規鉄道事業の開

業申請に対してそれを授与したときに始まったもので‘あるといわれてい

それゆえに， こ 連うる翠度，公益企業を規制していたのであ

る。

かくして，法人権としての会社設立認可書，特権としてのく慕本的フラン

チャイズ)， C認可証，許可状および免許状)， C梗宜必要紅欝)は，それぞれ規

制の強弱はあるにしても，それぞれ，それなりにその意留品認められる。しか

し法人権や特権は公益企業の急速な拡大による捜雑fとした組織問題や財務的

問題の解決にはそれほど功を奏さなくな そして，次のような欠点が指謡

されるようになった。第ーとして，ある掛か以告の州へと事業が拡大していく

〈特に鉄道事業〉の君、速な拡大は，ji1緊的となり，法人権や特権は変

化する環境に蹟応しえなくなったことである。 としては，州政府による持

別法の発布による規制は， しばしば地方自治体の公共の制益を軽視または無損

したために，その弊害がきわめて顕著になったことである。それゆえ，実常に

そぐわせるため，チ11政詩i之市町村の最認なしでは当該市町村内の道路やそ

の他の公共用公物の使用・占用を許可しないという規定を設けるとともに，さ

らに進んで¥道路やその他の公共用公物の管璃権と特別フランチャイズの賦与

権を市町村に与えるようにしたのである。かくして，到による直接統制 C?i1立

法による 州政蔚の特別法の発寄による規制〉拭， ，まとんど有名無実

となり， 19世紀の末頃から，さらに厳笹にしてきめ細かい規事jとして効果あら

しめるため，地方自治体が公益企業を規制するようになってきた。

{投)

(1) 木元錦哉著， r現代資本主義と経議法j 昭和49年度初版第 2麟，新評論， P. 2280 
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(2) 司法当騎が強い権離をもっていたことは事実であるが，公益企業について専門的

知識をもっていなかった。

(3) 中川公一都議f，r公益金業の基本問題J昭和45年拐殺，評論社， P. 800 

(4) 木元錦哉殺前謹書. P. 229 

1880年イそになると，産業資本主義確立とともに， このような事態はきわめて多く

なった。

(5) franchiseを 2轍類に分類しているのは，竹中龍誰教援である。詳しくは，背中

議雛著， r公義余棄の経営J昭和45年 8摂，日本経済新聞社. P.78. に詳細に論述

しているので参照されたい。

(6) 竹中韓雄事f，r公益企議会計j 昭和14年，東洋出摂社， P. 710 

(7) E.W. Clemens， Economics an品publicUtilities， 1950年，竹中龍雄監訳〈詔

和28王手)， 夕、イヤモンド社，上巻. P. 41. 

(8) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy. public utility Econornics， 1964部， Pren-

tice-Hall， INC.， New Jersey， P.28‘ 

期 日W.Clemens，前揚訳機 P.1200

崎 北久一喜子「公益企業論j 昭和36年，東洋経済新報社， P. 60. 

帥描謡 f経諦と経営J第4巻第 i号，公益企業概念、についての考繋， 1973年 g月，

P P. 38--390 

惣北久一著.前掲欝.P. 610 

3 地方自治体による規帯Ij

19世紀末頃，州によって寺えられた権限の範関内で，それぞれの地方に所在

する公益企業を地方自治体が規制するようになってきた。すなわち，到によっ

られた権限にもとづいて，地方自治体(特に市〉が公益事業活動をする

に対して公共財産を使用・占用することを，権利とした認めるように

なってきたのである。そして， 19智紀末頃から19初年頃まで公益企業は，主と

してフうンチャイズ〈ここで論述するフランチャイズ‘は基本的franchiseで、誌

なく，第 2次franchiseでるる〉を通じて地方自治体によって規制されたので

ある。かくして，このフランチャイズは，アメ 1):カ合衆盟において，会益企業

の規制方法として具体的に実情にそくした最初のものであったと断定してよか

ろう D

それでは，地方自治体からの営業特許契約 (franchise)について，その存
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続期間怒りに分類し，それぞれがどのようであったのかを明らかにする。

(1) 手手続類題

永久的営業特許契約

公益企業発援の初期には，一殺的に営業持許契約は永久的なものである会¥

または裁判所により永久的なものと解釈されたニ は，丹、iの'讃習法

(Common law)が営業特許契約の存続に対して，何らの存続期間制限をし

なかったことに由来する口それゆえに，地方自治体としての市も，公益企業に

る知識の欠如，組識カの欠知等も加わってそのことに対しては，たいしで

もたなかったむ当時，公益企業にとって， このフランチヤイズは望まし

いものであった。なぜなら，長期経営計璽が可能とえ玉江金融的に套金の諮逮

となり，競争という

からである。

しては， ほとん しいもので為った

しかしその後，膨張する都市や社会・経済の発服や，技術の進歩や地械住

させていくためには，再統期限を設けた方が地方

とって，有効でまうるということになり，永久的営業特許契約拭適当で

なくなり，むしろ有害となったので一定の顛践をつけるようになったむ

長期営業特許契約

長期営業特許契約は永久的特許契約の欠陥を補うものとして生成された。し

かし長期営業特許契約は永久的営業特許契約とそれほど大差はなかったn な

ぜなも，市にとって，あまりブランチャイズが長期になると，

と開様に不遺JiD1としてきたかiるである。

短期営業特許契約

知期営業特許契約は民期営業特許契約の欠陥告補うものとして生成されたも

る。しかしそれは地方自治体にとっても公益企業にとっても次の閣由

からして不議足なものであった。
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その iとして，営業特許契約の期間満了が近づくと会益企業は，その繋新を

確保するため，政治工存を行う誘惑にかもれたc そのことが，たとえ悪いこで

あるとわかっていても政治工作をせざるをえない場合があった。

その 2として，短期営業特許契約の場合，公益企業は満期近くなるにつれて，

その存続期間内に投資を回収しようとするc そのため料金は不当に高くなる額

向があった。そして，営業特許契約が更新された場合には，二重の手IJ得をえる

ことになっ

その 3として，フランチャイズが比較的に知期間lこ按もれていたため， しば

しば継続的投資を困難にしたため，公益企業は資本コストとサービスコストを

高くせざるをえなかったi九

不確定許可

このフランチャイズは不確定ではあるが，期限のある営業特許契約であるc

換言すれば，いつでも市当鵠が公益企業に報壌を支払うことなくして，取消す

ことのできる営業特許契約である。不確定許可の理論の基礎をなすものと

つぎの基礎諮条件をあげることができるヘ

(将 軍拡州委員会の審査を条件として，サ…ピス内容を定め，拡張を要求し

その他の条件を課する権限をもっているが，

を使用する単なる許可となること。

(b) 規制権は，市より委員会に委譲されること O

しでは， 1長路

(c) 公益企業は，良野なサービスを提供しその許可は公正な質上儲格で賀

上げることによって，終結できることを条持として，保護された強占とし

されることむ

(2) フランチャイズ議嘆

それではフランチャイズの条項と泣いったいどのような内容をもつもので

あったかを考察する。

フランチャイズが合益企業規制としての意味をもっとき，ブランチャイズは
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厳密な契約証書となるs なぜなら，フランチャイズというのは，地方自治捧と

公益企業の関における公益企業の経営活動規制に関する協定書であるからであ

る号そして，フランチャイズの契約内容(象現〉は，その協定書にしっかりと

されている。それゆえに前述したように，その存続期間が協定書に明記

されていることは，いうまでももないことである。さちに，サービスの鷺も協

定され，記載されている。すなわちサ…ピスの質的内容として安全性があげら

れ，そのサービスが安全で器類のおけるものであるということも記載されてい

るむその他に以下のような事項が契約内容として，協定書に記載されてい

(a) フランチャイズ保有者iこ対する市の特別な謀説。

(b) 電話会社に対しては，無料で童話サービスを布役所に提供させたり，市

街鉄道会社には，説殺を著た警官や消務士を無料で乗車させたり，私営の

水道会社(めったに私営の水道会社はありえないが〉には，無料で清イヒ用

水を供給させたち，街路に撒水させたりというような市当鳴に対する無料

サーゼスの提供。

(c) 公益企業がサービス供給にあたち道路を使用

舗装の義務化。

その路面維持と

(d) 労骨争議が起きた場合，争議当事者間の延号i交捗にまかせて詰，公衆へ

のサービスがお頭けになるので，営業特許契約の中に，仲裁または調停め

機請の設置規定。

同料金規定(料金の定期的改訂をほとんど認めていないが〉

(日 企業の公開性という意味から，公益企業の期政状態，経営或讃を明らか

にするために一般私企業が行っていたと閉じように環準的な会計報告を

義務づける規定。

(g) 公正な謡額で公益企業封産を翼上げることのできることを前提とした他

の株式会社への営業譲渡規定。

(h) gと需じ前提での公害イとについての規定。

(3) フランチャイズ規鱗ぬ崩壊



56 

とげて大規模経堂仕した公益企業をフランチャイズによって規制する

ことは， 20世紀に入ると不可能になってきた。 誌とんどの州のフランチャイズ

規制は州公益企業委員会に委譲されるようになってきたむすなわち，ブラン

チャイズ規制は，その生或時の規制理念と

欠点を露呈するようになっ

るようにな弘以下のような

第 lとして，社会・経済・技術環境の変化に対して，フランチャイズによる

規制は，柔軟性に乏しかった。とくに， ブランチャイズの存続期擦についてい

えば，ぞれが長くなれば長くなる法どその規制は脊罵性という点から遠ざかっ

た。都市が都市の諜震以上に成長しかっ，公益企業の拡張・技術発肢が一つ

とどまることなく{哉の都市へと進出するようになったことがよりこの

事態を早めた。すなわち，人口の増減，技術の進歩，物価の変動などを伴う公

益企業の鰐嬰および供給にフランチャイズ規制は，対語しえなくなった。たと

えば，護輸事業の多くは都市開の運輸に活動を行なっていたしまた，いろい

ろな都市の運輸手段をコント口一ルしていたので，そ才Lらは都市のコントロー

ルによって捕捉することのできないものになっていた。殊に鉄道はすでに都子告

の行政の規制領域の外にあった(510

第 2として，規制機関の弱体性ということが指擁される。市当局において，

フランチャイズ規制法自治体活動の一部分にすぎなl¥0 脊効なる規制そ遊行さ

せるために必要な資金，題織，知識，経験等に対して力不足であった(へそれ

ゆえにフランチャイズ規制は司法問題に当面した場合，臨難を余犠なくされた

ばかりでなく遅延をも余儀なくされた。以上のようなこと比財政能力に乏し

かった中小都市はもとより大都市においでさえ，このような傾向があっ

3として，地方自治体や公益企業は，地方政治の支配下に常にj逆襲する傾

向があるということである。公益企業は地方政治の中に自主の利益を擁護して

もらうために，選挙資金を提供し政治と企業の癒着が公燕と行われていたと

いうことである。とくにこのよう江ことは，市出鉄道会社にみられた。 19世紀

の終りご、ろ電車が乗車公衆の人気をつか主にしたがって鉄道会社の発起人は，

市の道路上に軌道を敷設，運営および維持するフランチャイズを受けるにあた
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り，アメリカ市政史の中で類をみない醜聞にみちていた(7)。たとえば，ブラン

チャイズによる特権をえるため，体聞などにこだわることなく

然と市会議事堂のホールや口ビーにうろっき，目立つようにポケットにつめこ

んだ紙幣は，夕刻の内に消えたか，鵠路 CBoodle) や~支籍物 CBooler)ωとい

う言葉は，来語のvocabularyの中で¥一つの諜準語として盛期されたとか，

また，会社発起人は， しばしば告の会社発起人に対して，できるだけ高い櫨段

目的で市街鉄道のブランチャイズを穫害したというような事がしば

しば担った。このように地方政治の腐敗は，州公益企業委員会による規制とい

うことを必然化した大きな要因のーっとみてよい。

第 4として，規制の機能的空白安上げることができるむすなわち，料金や

すーゼスの規制内容を補完し強化するための会計に対する規事!j，麗設に対する

規事1.資金調達吾における財務蔀の規制等のフランチャイズ規制内容が本構で

あるというだけでなく，地方自治誌に規制権摂が賦与されていなし

かっ

以上のような理由からして，フランチャイズを中心とした地方自治体(市町

村〉の公益企業規制は継続できなくなった。また，その効果を収め得れなく

なった。かくして，州行政の責缶において特別な監督委員会としての州公益金

くされたわであったむしかしフランチャイ

とした地方自治捧による公益金業規制は全く非在理由を失ったわけでiまない。

剤公義金業委員会言語度の確立{とが前進してくるにしたがって， この地方自治体

による規制は独自的意義を有するようになった。すなわち市前村のhomerule 

それが法律上においても避守されている市町村では，ブラン

チャイズによる規制はいまなお比較的議喪な意義をもっている(1にしたがって，

今日においても，ブランチャイズを中心とした地方自治体の公益企業規制が必

要なる盟論的損拠として，次の三点、が指擁される。

(a) ブランチャイズを中心とした地方自治持の公益金業規艇によっ

策上り合理的な諸要求を充足する必要があることc

相対公益企業委員会による規制のみをもってしては，特殊な地方的，物理



的諸条件に溜応、する政策を実行し難いことむ

(c) 州公益企業委員会による合益企業規制を遂行する上で，種々の欠諮が掠

しこれをフランチャイズを中心とした地方自治体の公益企業規制を以っ

て樺完する必要があることo

かくして，ブランチャイズを中心とした地方自治捧による公益企業規制が完

なくなったのではないs 現在においてら将来においても，適切な適応、の

仕方によっては， きわめて有用控をもつもので、あるむ

uぉ

(1) E.W. Clemens. Economics and Public Utilities. 1950年，竹中龍設監訳，ダ

イヤモンド社，上巻， P. 122. 

永久的営業特許契約は基本的フランチャイズに撰するが，ここでは.第 2次ブラン

チャイズを説明するための警守護きとして論述した。

(2) E. W. Clemen弘前掲訳脅 P鍵 124.

(3) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， public Utiluty Economics， Prentice-

Hall. INC.， New Jersey， 1964年. P. 30. 

(4) E. W. Clemens前掲訳書. P P . 125 -126. 

(5) 北久一稿 f公益事業研究j ツビッキ…公益事業規制檎〈研究資料).第26巻第

l症す， 昭和49年10丹. P P. 75---76. 

(6) P.よ Garfieldand W.F. Lovejoy， ibid， P.29. 

(7) E. W. Clemens前掲訳書手. P .129賓

館 E.W. Clemens前掲訳書. P. 129. 

問 中川公一郎著. r公益企業の基本問題J昭和45年初坂，評論社. P. 88. 

(10) P.J. GaI宅fieldand W.F. Lovejoy， ibid， P.31 

たとえば，ルイジアナ介iにおいて，刑公益金業委員会はニュー・オルレアンズ市の

合益企業サービスに関して2司法擢をもっていない。なぜなら・ニュー・オルレアン

ズ市は電気事業株式会社，ガス株式会社，運輸事業誘式会社の料金を規定している

からである O

4 州公益企業委員会による規制

市外!公益企業饗員会の発幾

州公益企業委員会の前舟的機関としての特別な監督委員会は，すでに19世紀
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のはじめに道路会社及び渡属会社の監督機関として適用をみたことがあった。

しかしこの監督委員会は，たいていの場合，一時的な機関であり，その特定

の任務を終えると解消した。ニュー・イングランド諸剤はすでは1830年代以降，

鉄道委員会{けを設けたが，それらは単に情報及び統計の葉集機関にすぎなかっ

た。それ故に，それちは r~~~ ミ委員会j とよばれていた円

しかしながら. 19世紀後半(アメリカ資本主義経済が独占資本主義段階に

入っている時).アメリカの鉄道事業は，それまでの無制限な建設によって供

給過剰の状態となり，鉄道会社間の毅滅的競争を過してカルチんの形成となり，

その結果，地方的な強占による鉄道会社の窓意的な行動が目立ち，差別的取援

が行われるようになった口そこで，この差別的取扱の斑止と農産物の鋲道賃率

引下げを要求する中西部の農民場開組合によるグレンジャー運動が担ったので

ある母農民連はグレンジャー運動を通して州議会に自分達の要求在実作する代

表者を選出したむこうして，イリノイ，ウィスコンシン， ミネソタ等の諸剤は，

1870年代初頭，州、l内の鉄道事業を公正に規制する法律を制定し擁行したむそ

の規制機構として，イリノイ州に1871年，鉄道委員会CRailroadcommission) 

が創設され，次いで， ミネソタ，ウィスコンシン州にも創設された。各州の鉄

道委員会は料金規制権告もつ命令的委員会〈日andatorycommission)の註

轄をもっていたQ

かくして，グレンジャー運動を契機として，その機能も主として'晴報の蒐集

と勧告書の作成に止まっていた「弱い委員会j から料金規制犠をもっ「強い委

へと変身し委員会の機能・権限が強化した司その後. 187合年代の後半

一金融恐穫後(金融恐慌は1873年----1878)一自由放任主義が再び勢力を即復し

たため，中器部諸州、!の命令的鉄道委員会はイリノイ州以外，解消されたり，勧

告的委員会に転北したが，間もなく反動がきてミネソタ，アイオア同州は命令

的委員会を復活させた(3L かくして， 1870年九 1880年代の約20年間に大器分

の州は，鉄道委員会を創設した。また，この時期は最高運賃の規定に関しては，

特に力を注いだ。それゆえ， この期間は詰廷最高運賃期鴎といわれている。

1890年代になって，鉄道委員会の権限は拡大された。その権限は建設，維持，
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というような技指的な問題iこまで拡大された。さらに，鉄道委員会は刑罰

権を手ますることになり，また広況な程度に，司法的機能をも有するようになっ

fこは

かくして， このように少しずつ州鉄道委員会は，確立されてきたのであるが，

広範な本来の公益企業規制機能をもっ州公益企業委員会の設立は相当に遅れた。

その原因として，以下の事項を列挙することができ

(a) 公益企業において看取される独占の弊害は競争の奨励によってこれを是

正することができるという迷想が容易に打破されなかったこと O

(b) 公益企業規制は，地方自治体の職能に寓するという確言が，アメザカで

辻本一ム・ん…/レの思想、が有力である事実と相まって，用意に棄てられな

かったこと G

公益企業の市営化を主張する者が州公益企業委員会による規制の京芸Ijに

反対したこと。

(dl 公益企業が州公益企業委員会の設置に反対したこと O

しかしながら，鉄道委員会の権問は， もはや単に鉄道だけに限られるもので

なくなり， ~筆輪事業 (Common Carriers)を中心とした公共サービスを誤給

する的の公益企業にも及ぶようになってきた。なぜな込，都市が成長しかっ

公益企業の拡張・技術発展が一つの都市にとどまることなく的D都市へと進出

するようになるにつれ，また公益企業の大震摸経営化にともない，技術的，

法的，経済的，経営的，会計約側面等について複雑かっ専門化した能力をもっ

スタッブをそろえた独立組識〈行政機関から独立した独立規制委員会)の創設

が必然的になってきたからである口すなわち勃興する地方公益企業を州公益企

業委員会規制に服せしめようという形態をとらざるをえなくなってきたからで

あるひこの最初の試みは， 1885年にマサチューセッツ併に設立されたガス事業

(Board of Gas Commissioners)を設謹したときにはじまる。この

これまでの鉄道委員会と興る大きな点は，料金規制を中心としたので

はなく，むしろ競争の規制を目的としているという点であった。また，同委員

会の設置は既設のガス会社かちの要請にもとづいて設置されたものであった。
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その後，問委員会はガスサービスの改善や料金値下げに対する命令など，か

なり広範江権限を与えられるようになり， 1887年には篭燈会社に対する管轄権

も与えられるようになったへ

かくして，同委員会合撞践が拡大した最も大きい開由としては，なんといっ

ても地域社会かるの要請ではなく，既設の公益企業自身からの強L

されたことに起臨する。

近代的形態としての公経企業委員会設立の重要な契機となったのは， 1885年

のマサチューセッツ州 されたBoardof Gas Commissionersだけでは

なかった。 1900年代，アメリカ経済社会は，アメリカ資本主義の危機とその回

避および発牒とそれにつぐ恐慌の時代を背景にして社会立法生成の必然性を余

犠なくされていた時代でもあった凡それゆえ，社会立法の生成しやすい土壌

を背景として，公益企業規制の継続性のため行政機関から独立した管轄官庁

CCompeteγlt authorities)の機関設立に熱心であったウィスコンシン州知事

のRobertM. Lafollette，ニュー 5ヨーク州知事のCharlesEvans Hughes (8i 

や，当時，ウィスコンシン大学教授として経議学の一分科として公益金業論を

講述していたJohnR. Commons教授の努力によるところもきわめて大きい5

かくして，権眼の狭かった鉄道委員会を中心とした委員会制度の実療と社会

立法の生成しやすい時代的背景と社会立法に熱心でかつ著名な人連による努力

によって1907年，ニューヨーク剤，ウィスコンシン州，ジョ…ジア剤に公益企

業を規制すべき公益企業法が確立されそれに基づいて広範な権限を与えられ

た州公益企業委員会が創設されたのであるべしかしウィスコンシン州の委

員会の名称は，以前と同じ鉄道委員会と称されたが鱒，公益企業法の内容にお

いてi本ニューヨーク丹、iの公義企業法よりー麓，rt;範な事業を規幸Ijし鉄道委

員会の管轄権は公衆に公共サービスを洪給している事業，すなわち電力，水道，

ガス，議話，電信事業まで及んだ。ウィスコンシン公益企業法iまきおめで入念

に創案された形跡があって，その後，なんらそれを変更する必要にせまられる

ことなく存続し 1931年に斐り，鉄道委員会の名称をウィスコンシン公益事業

委員会 CPublicService Commission of Wisconsi叫に変え，同時にその
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権限をさ与に拡張するなど，重要な変更がみられけれども，本質的には1907年

に法律となったそのままのものが，現在においても生きているのである{i~

かくして， 1907年iこニュー 3ークチ11，ウィスコンシン剤， ジョージア州の 3

州に公益企業委員会が設立されて以来，公益企業委員会は金、速な発躍をとげたり

すなわち，バーモンド介iは1909年に，メリーランド，ニュージャージ一両州

は1910年に，カリフォルニア，コネチカット，カンザス，ネバダ，ニューハン

ブシャー，オハイオ，オレゴ、ン，ワシントンの 8州は1911部に，アリゾナ，

ロードアイランドの再州は1912年に，コロラド，アイ夕、"*，イ 1)ノイ，イン

ジィアナ，メ…ン，マサチュ…セッツ， ミズリ…，モンタナ，ノースカ口ライ

ナ，オクラホマ，ペンシルベニア，ウエストパージニア州の12州とコ口ンピア

行政地区は1913年にそれぞれ公益企業委員会を設立した。 1923年に至るまでに

は，ヂうウェアを除くすべての剤において，公益企業委員会が設立された

現在においては，プエルトリコ島にいたる50州全てに公益企業委員会が設け

られている

(2) 舛i公益企業委員会の機能と組識

@ 州公益企業委員会の機能

j;，公益企業委員会は，今日，一較的に承認された制度:であり，アメリカでは

市民権を与え iられている制度であるへまた，公益企業にかかわる諸問題の解

決のため，最善の方法として制度化されている機関である。公益企業が私的所

有難を絶対とするレッセ・フェーjレに対する一つの反動として生成したと同様

に刑公益企業委員会もまた一つの制度として生成してきたしその機能，権限

組織等において， とげ前進しているのである己また名称もそれぞれ

の州によいって，それぞれ異なっている。 PublicCommissionとか， Public 

Service Commissionとか， Board of LJtility Commissioersとか称され，

それぞれの州によって名称は異なり，一定していな~ )0 

一般的に公益企業委員会は三つの機能をもっているといわれている苧

その iとして，立法的機能であるむそれは，公益企業委員会の活動の基礎を
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なしている州及び溜邦の法律のほかに，公益企業委員会自身，多くの命令を布

告しなければならない機能である。命令は，それが一般的性格のものであるか

ぎり，法律の効力をもっ。

その 2として，行政的機能である。すなわち，

守を監授し委員余自体の命令や布告，なも

務をもっ機能であ

その 3として，司法的機能であるむそれ誌公益企業j と

は，

き任

害関捺者j との事i害対立や会益企業の利害関謀者間iこ利害対立が結った場合，

い，審決をしなければならない機能である叱

② 州公猫企業按員会の組織

くの州では一般的に 3 れて

いる。また 5 7人の委員で構成されている州もある。

長所としては，

うことである。

任命制と選任制の 2つの形式がある。任命事jの

ら自出であり，再選の心配からも自由であるとい

としては，完全に知事の手中に握られるということであるむ

よち多く反咲させるという長所があるc選挙制比

の社会的， よる決定や，号法的機能を発揮できないこと

が多くなることであるc いずれにしても，それぞれ長短はあるが，

任命は，個人的能力及び広い専門知識が決定的であるということ

証するという 任命制を採用している州が多L、。

よる

むしろ保

、ては，各州の公益企業法に規定されてい

る。一般的に委員は般低何年かその州の市民として居住していなければならな

いu九また州によっては，経営実務家何名，法律家何名，

会計実務家{可名等というような規定がある場合もあったが，今日

実務経験をもっ人格者で輯法い専門知識を有した入であるなら，

れるということである告一般的に法律家〈とくに弁護士〉が委員に選ばれてい

るようである。なぜなら捜索IJが打われるような事態の下では法律的知識と
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的手続に留熟していることが求めちれているからである(]九法律的知識は当該

州の公益企業法だけでなく地の州の公益企業法にも熟知していなければならな

い。委員会の公聴会は，裁判手続に桜ているので，行設法および行政訴訟とい

うような両法的手続に関する知識が求められてい

公益企業委員会の組織は単に委員だけの組織樺成ではなく，問委員会が能率

的に，合理的に，公正にいろいろの諸問題を処理していくために，事務島が付

設されている。その任務とするところは，一切の調査を準備し資料を蒐集し

問委員会が審決するための資料をととのえる託務をもっている。それゆえ，

務問職員は技術者，公益企業専門家，研究者会計実務家，法律専門家等から

捧成されている。

問委員会の組織は犠能的組織か公益事業別組織である叱職能的組績は第 2

-1閣に示されるように技術部，財務会計部，料金・調査部，管理部，法務部

等から構成され，それぞれの部門には職員が適切に配置され各部門は一定の

職能を担当する職能部門であり，その担当する職能に対して職能的資迂をもっ

ている。公益事業別組識は委員会の職員講成を各公益事業別に編成しすなわ

ち水道事業，鉄道事業，ガス事業等に事業男IHとして寮廷をもたせているのであ

また再組織を併馬している公益企業委員会もある。しかし一般的に職能

的組識が多いようである。なぜなら，取援う公益企業がちがっていても専門分

野においては類信点が多いので，能率性，合理性，公正性の面か込考慮しでも

比較的妥当性を得ているからである。

ここでは， 1940年のウィスコンシン州の公益企業委員会組織図(第 2

国)を参照しながらそれぞれの部門の職務内容を考察する。

技務部においては，サービスの質についての検討や財産評舗などを行ってい

る。

財務会計部においては，公益企業の会計制度の規定案の作成，公益企業の財

務報告書の検査，報告書の作成および調査の実施等を行っている。

料金・調査部においては，各部からの資料を基礎として，料金設定のための

謂査や，公益企業に関して発生している諸問題はいうにおよばず間接的に関孫
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ウィスコシシン公益企業

委員会組織図

(1940年 3月30日)
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する経済増勢，統計等あるゆる資料を作成する部門である。

る業務とするc ここで法務部においてi丈

における検査人と

おける職員構成(組織編成)，企幽，広報活

動，各出張所との連絡，公益企業委員会の職員にかかわる総務一般等である。

それぞれ業務を職能的に担当しているのであ

とは審理の準備をしたり，

ることなどである。

管理部門においては，

このようにして各部において，

ここで関題となるのは公益企業委員会と務部問題の連籍の祷渡しゃ各部るが，

門簡の調整や職員の統率という役務である。この役務を書記長が担当している。

な役しを左右するほぞれゆえに書記長は，当該公益企業委員会の良

は事情によりし しば交代する場合もある。そ

れた委員は書記長にいろいろの助言を求めるだろ

っているO たとえ

のような場合，新しく



うO このようなことからしても書記長の役割がし、かに大きいか想、橡することが

できる。

その他に番記長の日常業務は，文書の取扱い，公議企業委員会の決定および

活動に関する記録の作成，寄類・報告書類の整理，保管，速記作業および事務

作業の監督等である

かくして，全ての事項に関することは，書記長を還して全て委員長に諜され，

委員長は数名の委員と協議し諸事瑳について決議するむ決議の大前提となるの

は，公益企業が公共の科益に員献している掠り，独占泣麓を占めている公益企

業を守るということであり，能方では，公衆を，特に顧客を，独出の弊警から

ることであるc 公益企業委員会の主たる決議事項は次の 7つに総括できる叱

(a) 料金設定の目的のための公益企業の封産鑑檀の規定

(b) 統一余計組織の規定(会計記!壊の統一制と検時方法と決算方法の規定)

(c) 減価償却方法の規定(年率を中心として〉

(d) サービス基準 CServiceStandard)の規定と維持〈衰のコントロー

/レ〉

(e) 封務政策に対する監背〈特に規制下におかれている公益企業の株式と社

僚の新規発行に関するコントロール)

(f) 公益企業経営管理の規定

(剖 強占保i憲政策(独占が国民経詩的に望ましい限り，独自位握、の維持政

策〉

しかし公益企業委員会には，上記のような 7つの決議事項を実態させるた

めに違反行為を差止めたり，過料や罰金を課する権限はなかった。上記の決議

を遵守させるためには，裁判所に訴訟手続をしなければならなかった。かくし

て，このような実態からも推窮されるように，公益企業委員会には，おのずと

権摂に限度があったということであるむそれゆえ，公益企業委員会は立法府か

ら与えられた準立法権F昆準行政権限準司j去権限をもつのみで，最終的な立

法権隈，行政権i現司法権額をもっていなかったのであるc
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(3) 州公益企業委員会の援界

州公益金業委員会は，多くの欠陥を露呈した地方自治体による会益企業規制

に比較すると，その持続性あるいは有効性などの接点において，著しい改善を

示した君主むしかしまだ併公益企業委員会には多くの部で不備な苗があっ

第一に剤公益企業委員会は立法機関として確立されていなかった。州公益

企業委員会は対立法府かち規定化するに必要な権限を全面的に賦与されていな

かった。すなわち，州公益企業委員会は余計規期やサーピス基準等を作成する

ことはできるが，立法府のような政策決定機関ではなかった。州公益企業委員

会のなかには，規制するに必要な権撮〈減錨鐘却基準や財産評揺のための報酬

有鑑証券の発行における財務規定等〉を拒否されていた州公益企業委員会

もあった口すなわち，州公益企業委員会は州立法府から賦与された権限をもつ

のみで，立法機関としての職能を十分にはたしていなかった。

刑公益企業委員会は詰詰機関として確立されていなかったc 刑公益

企業委員会の決定は最終決定権ではないというアメリカ流の思考が根強かった

ということである。すなわち，公益企業委員会の決定が下されでも，なお裁判

所が裁定しようというシステムがあるということである。このことは正確性を

期することに対する一つの表れであるが，州公益企業委員会は自己の決定を覆

えされることを恐れて「事なかれ主義」におち入りやすく，その役割の遂行に

さいし熱意を靖夫しがちであった。そして，弱小の消費者や地方自治体からの

訴訟の提起を待つのみとなり，一般公衆のための利益や州公衆企業委員会に出

しない多くの人達の利害関係に常に考農家するという韓日慮にしだいに欠けて

~\った。すなわち，訴訟手段をもたない，また， もてない弱小の消費者を独占

の弊警から擁護するという面を刑公益企業委員会はおこたりがちになった。そ

れゆえ，州公益企業委員会の司法機能は当初よりも拐体化するようになった臼

第三に，剤公益企業委員会は行政機関として確立されていなかった。州公益

企業委員会が法律を適期するとき詰，行政機関として行動するのであるむその

符動は誕述の 7つり任務を主として捷仔することである。しかしそれぞれの

州によって，その任務の施行にかなりの違いがあった。たとえば，ウィスコン
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シン到のように1907年に水道事業の衛生，ガス事業・電気事業における使用計

器，口一カル運輸事業における安全性や信頼性等に関して甚だ厳重な説令を発

しその実行を強要した州もあるが，大抵の州では，公益企業を直接に指導す

る権限は与えられていなかった。このようなことは，サービス基準の監督に限

られたことではなかった。料金に対するコントロールや封務政策に対する監督

においてもみられることであった。また， これは，やはり，立ま府および裁判

所からの輯約を受けていることに靖国する。ここにも「事なかれ主義j の保守

的な態度がみうけられるのであ

第四に州公益企業委員会の弱体化にも一国がある。その lとして，公益企

業規制という第一義的命題をまったく錆捜したのではないが，規制面からの要

請を，すべての他の政治的考憲に比して抵いものと考え，政治指向的人物を委

領i荷があった問。たとえば，州議会議員の館を失なっ

に在命されることがしばしばあった。また委員は最低何年以上その州の市民

であるか， もしくは，その射に居住a している者でなければならないと規定して

いる州では，委員の職をまったく政治的用具にしてしまうような傾向があったa

その 2として，委員，ならびに書記長を含めた委員会職員の経詩的報酬が少

ないということである。それゆえ，害能な黍員は任期が終了するとしばし

額給料の私営公益企業へ窮へいされる者もいた (23)。すなわち，均績のとれた

判断力と高認な人格とともに公益企業に適用される法律，経済，経託会計，

技宇野等に対する知識と理解をもった委員であればあるほど摺へいされる護金い

が強かったのである。ぞれゆえ、優秀な人物をひきつけるには，報酬というも

のが絶対条件ではないにしても， 1つの重要な必要条件で、あることはいうまで

もないことである (24) 0 

その 3として，委員の託期が短かいということである。なぜなら在期が短か

いがゆえに，地往が不安定となり，常にその政治環境に頼Zちするようになり，

公益企業規制を第一義的とするよりも，自己の謀身のため，その政治的環境の

中で「事なかれ主義J的にならざるをえない場合もおった。

その 4として，州公益企業委員会の期務面において制約があり，十分なる活
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動ができかねる場合もあっ

以上のように州公益企業委員会には，多くの不識な面があり，刑公益金業委

員会は当初よりも弱体化していったのであるのかくして，このような州公益企

業委員会を取り巻く社会・経譲環境と相まって，公益企業の経営現模の拡大は，

数州にわたる地壌にその経営活動を志めるようになり，各州のそれぞれ異なる

規制は公益企業ならびに一般公衆を混乱させるようになり，持i公益企業委員会

活動を医難にした。それゆえ，剤際的，連邦的な公益企業規制機関の出現が余

議なくされてきた。それは，まず，鉄道事業において， 1887年に連邦政府によ

る公益企業規制機関としての剤瞭通商(交溜〉委員会として成立した。

〈設)

(1) 竹中龍器妻子公益企業会計j 昭和14年，東洋出版社， P P. 33---34. 

鉄道委員会なる形式そのものはNewEngland諸耐に思くより発遣し， Rhode 

Islandは1839年に， New Hampshireは1844年に. Connecticut は1853年に，

Vermontは1855年に， Maineは1858年にそれぞれ鉄道委員会を設立しており，西

部及び甫部諸州iこ命令的鉄滋委員会が創設されたさ当時，東部諸州にも勧告的鉄道委

員会が設立せられ，地の諸剤、!の委員会制度の模範となるMassachusetts州の鉄道

委員会は. 1869年に設立せもれているのである。しかしながら，これ等の委員会は

公益企業的積鍾的統制を企図する委員会ではなかった。

(2) 北久一稿， r公議事業研究Jツピッキ…会益企業規制檎〈研究資料).第26機第 i

号，諮和49年10月， P. 77. 

(3) 竹中韓誰著，公益企業の経鷲，詔和初年 6版，田本経済新開社， P. 81. 

(4) 北久一稿，請Ij揚書， P. 78. 

(5) 竹中龍雄潜前掲香 PP. 81-82. 

(6) E.W. Clemens. Economic and Public Utilities. 1950年，竹中龍雄監訳，ダ

イヤモンド社，上巻， P.69. 

(7) 接結経済と経営j 第 4犠第 i号，公益企業概念、についての考察，昭和48年 9

月， P. 19 

(8l P.J. Garfield and W. F. Lovejoy， Public Utility Economics， Prentice帽

註all.INC.， New Jersey， 1964年， P. 34. 

(9) 竹中龍議，前掲脅 P.82.

私営公益企業の弊惑に対する実証的翼衰の結果， 1905年にニュ…ヨーク州iこ

Commisiion of Gas and Electricityが設立されているo



70 

(1時 公益企業委員舎の名称は，各剤においてそれぞれ種々の名称が用いられていた。

邸北久一縞. r公益企業研究j 公益企業論の系譜，第四巻第 1号，昭和42年 5月，

P .120. 

鵠 竹中綿雄箸， r公益企業会計J昭和日年，東洋出版社， P. 37. 

減 P.J.Garfield and W.F. Lovejoy， ibid， P.34. 

仙 北久一議， r公議事業研究」ツピッキ…公益企業費税論(研究資料)，第26巻第 i

号，昭和49年10月， P. 84. 

Ur>> ::1ヒ久一議，前掲響. P.号上

級 E. W. Clemens前掲訳脅(下) P. 100. 

的北久…稿，前揚書菅 P.88.

油 J， W. Clemens，前掲訳書(下) P. 1札

制 J. W. Clemens，前掲訳書(下) P. 105. 

間O (a)， (b)， (cJ， (f) P.J. Garfield and W.F. lovejoy， ibid， P.34. 

(dl. (e)， (g) 北久一犠，前掲書. P. 96. 

主主 中JII公一郎著， r公益企業の慕本問題j 昭和45年初瓶.評論社. P. 100. 

鎚中111公一郎著，前掲書， P.103. 

掛 このような方法で私営公益金壊に入社するのは，静ましい噴行ではない。委員

としての専門知識や経験かι 金業の有能な経堂書にもなやうるだろうし，鎮題運

動員 (Lobbyists)にもなちうる O このようなことは公衆の利益を害することが多

~)o また，このようなことは，単に委員だけの開題だけではなし響記長を禽めた

委員全の職員にも同じようなことがいえるので為る。

都中111公一郎著，薪掲書， P.104. 

5 独立規制(行政)張員会による規制

連邦政府による公益企業規制は，まず鉄道事業において1887年ι州際通商法

CInterstate Commerce Act)が制定され，その法的基礎を背最と

弁i際通商(交通〉 CInterstate Commerce Commission) され

たことに初まるむ

州際通鶏法は次のような背景で制定された合すなわち，

ぷ全冨的網の悶組織まで発援し州公益企業委員会による鉄道事業規制では間

に合わなくなってきたからであるa しかし強く自主的立場を主張する州と剤

当該州内のー拐の連輸事業規制に関して自主的であり，た
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とえ灘輪事業が州際運輸事業まで拡大したとしても，自主的立場を主張した。

ここに現実問題として矛臆が生じてきためである。まにアメリカ憲法上ιお

いても矛看がみられた。いわゆるアメリカ憲法のCommerceClauseでは連邦

に，外との通簡ならびに州際通醗を規制する権擦を与えている。ま

引の付加的条文;こおいては， 州との関の権限童IJ定がなされていて，憲法

によって連邦に委任されていない一切の権摂は，持1 るとの規定がなされ

ている九かくして，現実問題としての矛盾と憲法上の矛扇という一

は，円滑で連続した全罰的鉄道運輸を自害した。そこで連邦最高裁判所によっ

て，州襟運輸と州内灘輪の規制はどのようにるるべきかが，“ワパッシュ鉄道

対イリノイ州事件 CWabash，8t. Louis and Pacific Railway Co. V. 

Illinois， 118 U .8. 557く1886))を通じて判決された。こむ判決はワパッシュ

判決といわれ，その内容は f州内運輸の運賃率誌州の管轄下に議するが，州際

運輸の運賃率の境最IJは，連邦議会がなんらかの行動を採っていない場合におい

ても，会て連邦政府の管轄下にある町という内容であった5 したがって，法

棒的にも実際的にも州公益企業委員会は剤際運輪を規制できなくなった。この

判決の結果，剤課通菌法が1887年に制定され，同年，剤課通商委興会という独

立規制(持政〉委員会 CIndependentRegulatory Commision)が設寵され

たので為るむ

しかし剤擦鉄道事業規制は一朝一夕で，実現化されなかった口その理岳と

次のような 2点を指摘することができるむ

l点として，連邦最高裁判所は，州際通語委員会成立以前まで辻少なくと

もある程度のコントロールを行接してきた唯一の連邦機関であった。それ域え，

制堅議鵠委員会は連邦最高裁判所の由来のその権限に対する一つの侵入者とみ

なされたかちであるヘ

2点として，拐期の州際通商誌は，州際運輸の規棋を必要とする進歩的勢

力と，従来の自由放在主義を信じ主張する鉄道会社戒は保守的勢力との妥協的

産物であったために，その内容において，或はその強制力において，不明瞭或

は不徹底な点を残していたからである叱
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しかし前述したように州離鉄道事業規制は冨難な社会経済環境の下にあっ

たにもかかわらず;円滑で連続した弼擦鉄道運輸事業を実態しようとする熱意

は，寓三再自にわたる州際通高法の修正・補完や，また時としては連邦最高裁

判所の後退した判決やa また前向きの新規の追加法等の許余曲折をへなが込も

剤襟通務委員会による公益企業規制を前進的に形成したのである。たとえば，

1889年の弼襟通関法の修正においては，次の 3点{分が追加された。

1 ，こ

追加された吉

しでもリ呂田の予告」期間が必要とする規定が

2に，不正誇主，即ち特車、的待遇を与えることを運輪業者に求め

域は産偽の書類・慮偶む重量・その他の工夫によっ

運賃率を得た蓄に対する刑罰規定を追加した口

りも少額の

第3に，被曹を受けた荷主は委員会の査定した損害額につき，その支払講求

の実施を裁判所に訴える権利を手写する規定を追加し

1893年には，強制註言法という補完的法律を制定したし出， 1896・7年には，

州際通鶴法の運用において，連邦最高裁判所は対際連覇委員会の権隈と

を制限するが如き判決を下したため，州際通商委員会のカは一時的に弱体fとし

たが，その後， 1903年のエルキンス法で，粍金の公表制を採罵したことによっ

て，州擦i護鰭委員会の権限は強化されてきた。また 1906年には，ヘバー

正法iこよって州際通鶴委員会の権限は通運会社，寝台車会社，石油輸送会社

にまで拡張され，また公正で合理的な料金を定める権摂を与えられた。 1910年

のマン・エJL.-キンス法によって，-J議剤際週間委員会の権摂が強化されたむ

たとえば，斜金が改正された場合には，実構を調査するため通鶴裁判所 CCo

rnrnerce Court)を設置し 0912年第止)，専門的知識のある裁判官によって

判断させる方法をとったへ 1914年のクレートン法においては，州際週間委員

会の機能註語々の鉄道会社の連合関採まで拡大された。

しかし第一次堂界大戦により，鉄道事業が国家管理となったため，介11察連

問委員会の活動は後退したむその後， ら平時の恒久的運

輪政策のあり方がどうあるべきかが題われ，次の 3案紛が提示された口
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③ 鉄道労働組合の主張する国有国営論

⑤ 戦時中の国家管理総支配人等の主張する五年間の暫定的，試験的国家管

理継続論

⑤ 州際通商委員会，鉄道経営者協会，株主協会等の主張する私営復帰論

上記の 3案の中で，⑤案が一般公衆の問に支持され 1920年の運輸法

CTransportation Act)の制定に結び、ついた。この法律の主たる内容は，鉄

道事業を国家管理から私営にもどすことと，丹、|際通商委員会の権限の拡大・強

化であった。たとえば，料金設定(9)は個別料金の適正額に関してだけでなく，

投下資本の適正と認められる総利子額の基底に関しても，完全に州際通商委員

会のコントロールの下におかれた(lmD

時を同じくして， 1920年に連邦水力法が制定され，連邦動力委員会 CFede-

ra1 Power commission)が設置された。この法律は水力資源の保護と利用

に関する法律であった。同法が制定されるまでは，水力資源の利用に関して免

許証が発行されていたのである。それも，なんら公課を徴することなしに，ま

た規制条項を規定することなしに，莫大な価値をもっ水力地点を永久に与えて

しまう免許証が発行されていた(100 このように無計画，無秩序，無規制の水力

資源の利用に対して，一般公衆が関心を持たざるをえなくなった口なぜなら，

莫大な価値をもっ水力地点が無計画，無秩序，無規制のまま，免許証だけで使

用されることは，独占の享受という経済的不公正だけでなく，水力資源の保護

という面やその有効利用という面からも疑義をもたざるをえなくなってきたか

らである。それゆえに，水力資源の保護とその有効利用に対して，なんらかの

規制が必要であるという認識が高まり， 1920年，連邦水力法が制定され，同年，

連邦動力委員会 CFederalPower commission)が設立された。

連邦動力委員会は，水力発電所，及び新規の水力開発プロジェクトが全国的

意義をもっ河川に関係している場合，また河川航行に害を及ぼすおそれがある

場合に，それをコントロールすることを目的として設立された独立規制委員会

CIndependent Regulatory Commission)である(130 しかし初期の同委

員会は多くの欠陥をもっていた。たとえば，同委員会は，陸軍長官，国務長官，
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襲務長官から構成され，業務は，同委員会が車用する l名の事務長と上記 3

から出拘した人々によって行われた。資金は不十分であったし行政上の統制

法弱かったむそれ珍え，問委員会は調整機関以上のものではなかった。なぜな

は委員会の問題についてよりも，昌己の省の問題にたいし

くの関心を示したからであるこのように初期の連邦動力委員会はあまり権

i壌を与えられることなし業務においてまったく効果を上げられず，芳しくな

かった。そこで， 1930年に再編成がなされたが，芳しくなく，ニュー・

)v以後の印35年，連邦動力法 CFederalPower Act)が制定され，連邦動力

委員会の権限が強化されてかιすなわち，一拐の州際毒気事業の註券，会計，

びサービスに対する監奮壌が連邦動力委員会に与

えられてから連邦動力委員会の活動が活発になった。

その料金および業務に対する規制は， 1910年のマン-

.I.)vキンス法 CMann-ElkinsAct)によって，はじめて州緊通商委員会に

よって，実範された。しかし想、速に議気通信事業が発達し 1927年頃になると

急速に拡大したうジオ事業を規制することは，まったく不可能になってき

かくして，漉迷を深めている状況から脱却するため連邦ラジオ委員会が設置さ

れたc しかしまだ漣迷かち税却することができなかったので，ーュー・

テeィ…ん以後の1934年の通信法 CCommunicationsAct)の制定に基づき，

連邦ラ 対際通商委員会，高務省のそれぞれの機関が通信に関して

所管していた広範な権限を与えられた連邦通惜委員会 CFederalCommuicat 

ions Commission)が，連邦うジオ委員会に拭って設置されたへ

かくして， 1887年のチIi際通高法を基礎としたナH擦通商委員会から1920年の運

輸j去を基礎とした剤課週間委員会設立以前までを，独立規制委員会による境棋

の第 i期とすれば，第 2期は， 1920年の州諜通商委員会設立以蜂かりーュ…・

テをィー)V以前までの独立規制委員会である。この第 2期の独立規制委員会は第

i期合併際通商委員会の活躍が極めて著しかったのに比較すれば，前述したよ

うにあまり芳しいものではなかった。

独立規制委員会による規制が本当にその機能を充分になしえるようになった



第 2:iま アメリカ合衆霞の公益企業緩和jの震関 75 

のはニュー・テ宇イール政策以後である。それは国家の産業への関与が実践さ

れたのに照応し，公益企業の分野においても公益企業の範罷が拡張され，

規制委員会の規制権設が拡張されたか込にiまかならない

(注)

(1) 北久一稽?公益事業研究j ツピッキ一公益企業規制論(研究資料λ 第26議第 1

告す， 昭和49年10月， P. 80. 

{鈴 木元錦般若手， r現代釜本主義と経済法j 昭和49年度初版第 2鱗，新評論， P. 233. 

(3) 北久一楠，前揚審， P. 81. 

凶 アメリカ学会訳繊原典アメリカ史J第 4巻，岩渡書J6， 昭和40梓第 8版露1]，

P.288. 

(5) アメワカ学会訳編，前掲響， P P. 289---290. 

第一の療法には，運賃盤上の場合のみ10日間む予告期関を嬰する規定があり，値

下の場合の予衝の現定がなかった。この点の不講を利用して鉄道会社は，一方にお

いて特珠の荷主のみに対して予告し，突然の藩震値下によって議等に割引と同様の

特車を与え，他方において一般の値下を知らない彼等の競争的蕎主に迷感と掻寄を

与える(しばしば稿者のために後者が市場を失うことすちある〉。このような行為

を防止するため，この追加規定が挿入された。

第ニの，顎法には，特恵待遇を与えた鉄道会社を察する規定のみで，かかる不正な

待還を嬰求した荷主を罰する規定がなかった。不正帯主を罰する新条寝tj:.このよ

うな片手溶ちの条文を構うために，そして荷主鈍から会社に特撃的待遇を要求する

誘惑，正迫をなくすために投立つ規定であろう O

第三の原法に詰委員会の発する「損害額の支払命令Jの実態iこ関する規定が欠け

ていた。それがために委員会は実行カの持わ屯い横3客観の査定まですることを蟻鰭

し，せいぜい鉄道会社に「注意を喚恕するJ程度で耗り勝ちであった。新条項は委

員会の活動がこのような龍頭蛇建iこなることを防ぐために，また実際に被害者が裁

半IJ所の護助によって損害の賠遣を得る道を拓くために設立つ規定である。

(6) アメリカ学会訳繍，模詩書. P. 290 

丹、i際通罰委員会は係争事件について調査しようとする場合，証人の出顕を求めて証

誌を得る権限を有しなが込，憲法修正第15条の規定一証人は証言を語否し得るーに

より，証人から註言を求めるカが拐ったため， 1893年に，強制託雷法が制定された。

(7) 木元鵠哉若手，前掲誓， P. 233 

(8) 大森一二祷. r公議事業研究j アメリカにおける鉄道冨育論議，第25議第 i号，

昭和認年10月， P. 7. 

(9) 料金設定については，擦犠文経論叢j 第20義第 i・2合俳号，公雷公益企業



76 

の料金設定原JlIJ，弘前大学人文学部，昭和60(1985)年 3丹，に詳締iこ論じている

ので参照していただければ幸甚である。

(1問先久一稿，言Ij掲響， P. 82. 

邸 E.W‘clemens， Economics and public Utilities 1950啄，竹中龍雄監訳(昭和

28王手入ダイヤモンド社，下巻. P .129. 

路北久一穣，前掲響， P. 83. 

凶 E. W. Clemens前掲訳書〈下)， P P. 130--131. 

総 E.W. Clemens前場訳書(下)， P P. 155. 

仰木元錦戟著，前掲書， P. 234. 

3節結び

これまでtアメリカ合衆盟における公益企業規制について， 1933年のニュー・

ヂィ…ル政築以前まで，歴史的経緯をたどりながも分析することによって，そ

の滴用範臨なり，その意味について考察してきたむそれゆえ，この考察かも次

のようなことが指摘されるむ

公益企業規制は， Jjミトラスト政策のtt:替として適用されているのではないと

いうことであるc 公益企業規制と私的独占禁止法(アメリカでは連邦取引委員

会誌)は，その自的とするところは消費者課護という点に関していえば軌をー

にするが，その他に関しては，全然異貿のもので、ある。資本主義経語体制下に

おける公益企業は，その生成の時かち規制されることによって公正取引がなさ

れ消費者保護につながった。それは一般私企業が私的独占禁止誌によって公正

取引がなされ， ながることと同じである。

アメリカ合衆国の公益企業規制比完全とはいえないまでも，その生成の持

かι常に客観的立場にある独立した機関によってなされてきたということで

ある告すなわち，そのことは，裁判所による直接規制，州による直接規制，地

自治捧による規制，州公益企業委員会による規制，独立規制委員会による規

制という一連の規制推移から理解できる。この意味するところは，国民の機利

をより純粋に，より公正に，守ろうとする理念にiまかならなL、c そして，資本

主義経済体制下の公益企業規制の適用範囲ならびに権限比最終結果として，



第 2章 アメリカ会衆醸の去益企業規輔の接関 77 

として発壊し連邦最高裁判所で決定さむているむまさしく，そ

れは「司法優位のアメリカ的方式の製作物j にほかなちないむその決定は，

配的な世論と知識によってなされてきたということである。換言すれば，

り，決定されてきたということである。公益企業規制を理論構成す

公益金業を一定の鰹史的，社会的靖況の下における制度として問機し

た上でなければな与ないということであるむ決っして純粋の経済理論を無視し

ているのではないむ公益企業規艇の基礎としての純料な経済理論が必要である

ということは当然である。

公議企業規制は，一般的に妥当性を有するものである。したがって，

しているが，問時に環境の変化にたいしでも順応できること

れているということである 9 また，公益企業規制は，安定経誇を前提とし

ているということでもあるひたとえば，第一次苦界対戦中において，アメワカ

合衆留の公益金業規制はほとんど機能しなかったことからしても理解できるむ

アメリカ合衆国の公諮企業規制の中で，州公益企業委員会や独立規制護員会

が震袈な位置を占め， ブうンチャイズを中心とする地方的規制は，

なっている。地方的規制は，ホーム・ルーんを盟執している若干の都市しかみ

られなくなっているということであるs しかし公益企業規制において地方的

規制の比重が減少しているとはいえ，地方的規制は全てなくなるものとは思え

ない。なぜなら，

しているよう

されず小さな一地域の地方都市においてのみ

州公益企業委員会や独立規制委員会による規制は，

当該地域の公益企業経営活動に不適応の場合が多く，やはり地方的規

制にたよ iらざるをえなくなるからであるc このようなことからしても，公益企

1ろいろな方法で合共の手IJ益や消費者探護という公益企業規事j

対処すべきである。

公益企業規制は各国において，それぞれ異なっているというのが一般的であ

アメリカ合衆国の公描企業規制は，たしかに優れているとはいえ，スト

レートに諸外国に適応するようなものではない。資本主義経済体制国の公益企

業規制の参考になる器度にすぎないということである。たとえば， 日本の場合，



78 

アメリカ合衆国と経済的条件，政治的条件，自然的条件等あらゆる謹において

異なっており，アメ1)カ合衆国の公益企業規制をそのまま適応できなl¥0 した

がって，それぞれの冨は自らの手で公益企業規制に取組まなければならない。




